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１．原子力規制人材育成事業について 

原子力規制を着実に進めていくことを目的として、広く原子力安全・原子

力規制に係る人材を確保・育成するために、大学等と連携した原子力規制人

材育成事業を平成２８年度から実施することとしている。平成２８年度予算

案の国会における審議状況を踏まえ、事業実施期間をできる限り確保するた

め、早期に原子力規制庁より公募を行う予定。事業の概要は別紙のとおり。 

 

２．補助対象とする事業の選定方針について 

大学等から応募があった案件を適切に採択し評価するため、原子力規制委員

会に審査評価委員会を設置し、審査及び評価の視点などを定めた上で、対象事

業の選定及び事業実績の評価を行うこととしたい。 

審査評価委員会のメンバー構成は、 

①原子力規制委員会：委員長及び委員 

②原子力規制庁職員：関係する課長級職員 

  ③外部有識者数名 

とし、具体的なメンバー選定等の運営に必要な事項は審査評価委員会の委員長

が決定することとしたい。 

 

３．今後のスケジュール見込み 

３月３日（木） ：公募開始 

３月８日（火） ：公募説明会 

４月初頭 ：公募締切 

公募締切後～５月 ：書類審査 

５月～６月 ：ヒアリング審査（審査評価委員会） 

７月頃 ：採択結果通知・公表、交付申請手続き 

交付決定後 ：事業開始 
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別紙 
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